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 平成 29 年 10 月５日（木曜日）号外第２号 

  規則 

 ◎ 附属機関の委員その他の構成員の報酬及び費用弁償の額に関する規則の一

部を改正する規則（36・人事課） 

 ◎ 佐賀県営住宅条例施行規則の一部を改正する規則（37・建築住宅課） 

  人事委員会事項 

 ◎ 佐賀県職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則（規則・20） 

 


